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国国民民年年金金保保険険料料  納納付付猶猶予予

制制度度見見直直しし案案（（99//2211））  

厚生労働省は 20 日、国民

年金保険料の納付猶予制度

の見直しについて、2030 年

６月までの実施期限を延長する案を社会保障

審議会年金部会で示した。延長の幅は５～10

年で今後検討するとしている。また適用要件に

ついて、被保険者、配偶者の前年所得が一定以

下であることを要件としているところ、世帯主

を加え、同居する親などに一定以上の前年所得

がある場合、適用対象外とする案を示した。年

内に詳細を詰め、来年の通常国会に関連法案を

提出する方針。  

デデジジタタルル給給与与  ソソフフトトババンンククＧＧななどどでで初初支支給給

（（99//2266））  

希望した従業員のアプリに残高 100 万円を

上限に給与を払い込める給与のデジタル払い

が昨年４月に解禁されて以後、国内で初となる

支払いが、25日、ソフトバンクグループなど

10 社で行われた。従業員は、同グループ傘下

のスマホ決済アプリ PayPay（ペイペイ）で受

け取った。ペイペイは今年８月、厚生労働省か

ら初の取扱事業者として指定を受けていた。  

介介護護費費用用  過過去去最最多多のの 1111..55 兆兆円円（（99//2277））  

厚生労働省は 26 日、2023 年度にかかった介

護保険制度による介護費用（介護給付費と自己

負担分）の総額が 11 兆 5,139 億円となったこ

とを発表した。介護保険制度が始まった 2000

年以来、総額は増加傾向にあり、前年度より約

3,227 億円（2.9％）上昇して過去最多を更新

した。サービス利用者も前年度より10万 7,600

人（1.6％）増で、過去最多の 663 万 2,000 人

となった。 

外外国国人人技技能能実実習習生生のの失失踪踪  過過去去最最多多（（99//2288））  

27 日、出入国在留管理庁は 2023 年に失踪し

た外国人技能実習生が 9,753 人だったと発表

した。約51万人いる実習生の1.9％を占める。

ベトナム、ミャンマー、中国の順に多く、ミャ

ンマー人実習生の失踪は前年の３倍近くに急

増。背景に、ミャンマー国籍の人に対する在留

期限切れ後も「特定活動」の資格を得て滞在延

長を可能とする特別措置の影響があるとみら

れ、10 月以降、運用を見直し、実習を続けら

れない事情があり実習先の変更も難しい場合

に限り、在留資格の変更を認めることとする。 

ハハロローーワワーークク、、ＡＡＩＩ導導入入にに向向けけＰＰＴＴ発発足足（（99//2299））  

厚生労働省は、ハローワークのサービスで生

成ＡＩの活用を検討するためのプロジェクト

チーム発足を発表する（９月 30 日）。オンラ

インでの求人・求職申込み等への生成ＡＩの導

入等を検討し、企業と求職者のマッチングの精

度や効率を高めるとともに、人手不足解消につ

なげたい考え。2025 年度以降の事業開始を視

野に入れている。 

厚厚生生年年金金  従従業業員員 5511 人人以以上上のの企企業業もも対対象象にに

（（1100//11））  

10 月から、パート労働者の厚生年金の加入

対象となる企業規模が 101 人以上から 51 人以

上に引き下げられ、新たに 20万人程度が対象

となった。加入要件に変更はなく、週労働時間
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20 時間以上、月額賃金 8万 8,000 円以上、学

生ではない、などとなっている。 

８８月月のの求求人人倍倍率率はは 11..2233 倍倍、、完完全全失失業業率率はは 22..55%%
にに（（1100//11））  

厚生労働省が１日に発表した８月の有効求

人倍率は、前月から 0.01 ポイント減の 1.23

倍となり、２カ月ぶりに低下した（有効求職者

数は約 191 万人、有効求人数は約 234 万人）。

また、総務省が同日に発表した８月の完全失業

率は、前月から 0.2 ポイント低下し、2.5％と

なった。 

大大企企業業健健保保  11,,336677 億億円円のの赤赤字字見見込込みみ（（1100//44））  

健康保険組合連合会は３日、2023 年度の決

算見込みが 1,367 億円の赤字になる見込みだ

と公表した。保険料収入から給付を差し引いた

経常収支が赤字となったのは、加盟する組合の

５割強に当たる約 730 組合。保険料収入は増加

しているものの、後期高齢者医療制度の財源と

なる拠出金も増えたことが主な原因とみられ

る。 

実実質質賃賃金金ががママイイナナススにに転転じじるる（（1100//88））  

厚生労働省が発表した８月の毎月勤労統計

調査（速報値）によると、実質賃金が３カ月ぶ

りのマイナスに転じたことがわかった。現金給

与総額は 3.0％増となったが、消費者物価指数

は 3.5％の上昇となり、結果として実質賃金は

前年同月比マイナス 0.6％となった。 

人人材材開開発発助助成成金金  不不適適切切受受給給３３割割（（1100//1100））  

会計検査院が 10 労働局で令和元年度から令

和５年度までに支給決定を行った 113 事業主

に対する支給額計約 2.8 億円を調べたところ、

約３割に当たる事業者で人材開発助成金が不

適切に受給されていたことがわかった。費用を

企業が全額負担することが支給要件だが、アン

ケートや感想文の提出といった業務協力に関

する別契約の対価として、実質的に訓練機関か

ら一部費用のキックバックを受けていた。 

5500 人人未未満満のの事事業業所所ににももスストトレレススチチェェッックク実実施施

義義務務づづけけへへ（（1100//1111））  

厚生労働省は、ストレスチェックについて、

従業員 50人未満の小規模事業所にも対象を広

げる方針を固めた。10日に開催された同省の

有識者検討会に数年後の導入を想定した案を

示し、了承された。昨年度、精神疾患を発症し

て労災認定を受けた人が過去最多の 883 人に

上り、今年３月から改善に向けた議論を進めて

いた。来年の通常国会への労働安全衛法改正法

案提出を目指す。 

両両立立支支援援等等助助成成金金  助助成成対対象象をを拡拡大大（（1100//1144））  

出入国管理庁が18日に公表した2024年上半

期の出入国者数等によると、６月末時点での在

留外国人は 359 万人と、過去最高を記録した。

このうち技能実習は７万 7,000 人で前年同期

比 12.7％減。一方、特定技能は２万 9,000 人

（同 52.8%増）、高度人材向け「技術・人文知

識・国際業務」は２万 5,000 人（同 20.1%増）

増と、特定技能に移行する動きが見られた。ま

た、技能実習生の最大の送り出し国であるベト

ナムからの入国者数が前年同期比２割減とな

ったことも影響している。 

技技能能実実習習生生のの来来日日がが減減少少（（1100//1199））  

出入国管理庁が18日に公表した2024年上半

期の出入国者数等によると、６月末時点での在

留外国人は 359 万人と、過去最高を記録した。

このうち技能実習は７万 7,000 人で前年同期

比 12.7％減。一方、特定技能は２万 9,000 人

（同 52.8%増）、高度人材向け「技術・人文知

識・国際業務」は２万 5,000 人（同 20.1%増）

増と、特定技能に移行する動きが見られた。ま

た、技能実習生の最大の送り

出し国であるベトナムから

の入国者数が前年同期比２

割減となったことも影響し

ている。 
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令和６年も残り数か月となり社員の所得税に関する年末調整の時期も近づいてきました。国税庁か
らは、９月の末頃に「年末調整がよくわかるページ（令和６年分）」を開設したとの案内もありました。今年の年末調
整においては、定額減税に関する事務を行う必要があり、例年よりも手間がかかることになります。その手順等につい
ては、「年末調整がよくわかるページ」でも確認することができます。 

令和６年分の年末調整 定額減税に関する事務を行う必要があります!! 

令和６年 10 月からの厚生労働省関係の主な制度変更 対応はお済みですか？ 

･･････････････････国税庁の「年末調整がよくわかるページ（令和６年分）」のトップ画面･････････････････ 

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。「令和
６年 10 月からの厚生労働省関係の主な制度変更」も公表されていますので、特に、雇用・労働関係、医療・年金関係
の変更については、対応できているか否かを、今一度ざっと確認しておきたいところです。 

（次ページへ続く） 

 

★年末調整につい
て、国税庁のサポー
トは充実している
といえますが、それ
でも、不明な点が出
てくると思います。
そんなときには、気
軽にお声掛けくだ
さい。 

●企業実務に影響を及ぼすものには、次のようなものがあります。 
【雇用・労働関係】 
□最低賃金額の改定……すべての労働者とその使用者が対象 

都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が、すべての都道府県において、時間
額 50 円から 84 円の引上げとなる（全国加重平均 1,055 円）。 

【医療・年金関係】 
□被用者保険の適用拡大……従業員数 50 人超の企業の事業主及び短時間労働者が対象 

短時間労働者への被用者保険（健康保険・厚生年金保険）の適用について、これま
で、従業員数 100 人超となっている企業規模要件を 50 人超へと引き下げる。 

･･･････････････････････令和６年 10 月からの厚生労働省関係の主な制度変更（抜粋）･･･････････････････ 
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自転車運転中のスマホ・酒気帯びの罰則強化 
酒気帯びには幇助罪も（令和６年 11 月～） 

 自転車運転中の新たな罰則を盛り込んだ令和６年改正道路交通法が、令和６年 11 月１日から施行されます。警察
庁は、ポスターやリーフレットを公表して、その周知を図っています。 

･････････････････令和６年改正道路交通法（自転車運転中の新たな罰則）ポスター（横）････････････････ 

★企業としては、酒気帯び運転について、自転車の提供者にも罰則が適用される点に特に注意したいところです。
通勤や業務に自転車を利用している労働者がいる場合には、警察庁から公表されているポスターを駐輪場に貼っ
ておくなど、運転者に注意喚起をしておきましょう。 

必要であれば、リーフレットも含め、紹介させていただきます。 

●また、社員に伝えてあげたい制度変更として、次のようなものがあります。社員のス
キルアップを図りたいと考えている企業の事業主なども知っておきたい内容です。 

【雇用・労働関係】 
□教育訓練給付の拡充……雇用保険被保険者及び離職後１年以内の雇用保険被保険者だ

った者が対象 
・専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行

の追加給付に加えて、更に受講費用の 10％（合計 80％）を追加で支給する。 
・特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の

10％（合計 50％）を追加で支給する。 

★「最低賃金額の改定」についてはすべての企業、「被用者保険の適用拡大」については新たに特定適用事業所と
なる従業員数 50 人超 100 人以下の企業において、必ず対応が必要となる重要な制度変更です。未対応の場合は、
制度の説明・対応に向けたアドバイスなどをさせていただきますので、気軽にお声掛けください。 

 

罰則の具体的な内容は次のとおりです。 
□自転車運転中のながらスマホ 

・違反者は、６か月以下の懲役又は 10 万円以下の罰金 
（交通の危険を生じさせた場合、１年以下の懲役又は
30 万円以下の罰金） 

□自転車の酒気帯び運転及び幇助 
・違反者は、３年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 
・自転車の提供者は、３年以下の懲役又は 50 万円以下の

罰金 
・酒類の提供者・同乗者は、２年以下の懲役又は 30 万円

以下の罰金 


